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平成２３年度第６回二宮町下水道運営審議会会議録 

 

日  時  平成 24 年 1 月 19 日（木）午後 2 時～2 時 30 分 

場  所   二宮町役場第１会議室 

出席者  小澤宜男会長、原冨士德委員、脇直一委員、小宮進委員、永瀬文雄委員、岩倉

正枝委員、松尾武保委員、添田米美委員 

欠席者  古澤正平副会長、深見直美委員、宮本由美子委員、 

事務局  下水道課長、業務班副主幹、工務班副技幹、業務班主事 

傍聴者  なし 

 

１．開  会（課長） 

   定刻ですので、これより始めさせていただきます。司会を担当します下水道課長の

成川です、宜しくお願いします。 

お手元の次第に添って議事を進行させていただきます。 

はじめに、本日の出席委員数、定数 11 名中、8 名のご出席をいただいており、下水道

運営審議会条例の規定により、半数以上の出席ですので、本日の会議は成立しており

ます。また、本日は傍聴者はおりませんのでご報告いたします。 

ただ今より、平成 23 年度第 6 回下水道運営審議会を開催させていただきます。それ

では、最初に会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

 ２．会長あいさつ 

お忙しい中、二宮町下水道運営審議会にご出席していただきましてありがとうござ

います。今日は、少し暖かいと感じる日ですが、いよいよ皆さんに色々なご苦労をか

けて、ご議論をしていただいて、そして答申に漕ぎ着けました。最終的な答申書の文

言、内容について、ご審議をいただいて、皆さんの承認印をいただいて町長に答申し

たいと思いますので、宜しくお願いたします。 

司 会 ありがとうございました。それではこれより、会議の進行を会長にお願いします。 

会 長 それでは、議題に入ります。議題第１、本日は公共下水道使用料の改定について、

町長に答申を行うことになっています。前回の 1 月 12 日の会議において、答申(案)

の 一部について、文言の補充等のご意見がありました。それについては、皆さんか

ら事務局と会長である私にご一任していただきました。その部分について事務局よ

り説明をお願いいたします。 

事務局 前回の答申書(案)の中で、２点ほどご意見をいただきました。 

1 点目、「はじめに」の中で、下水道の目的について、下水道は長い年数がかかる事

業、また、長期間使用するものなので「将来・子供達・地球環境」などの分かり易

い言葉を入れられないか、とのご意見をいただきました。 
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  そこで、修正後を見ていたただきますと、下線部のところを一文加えさせていた

だきました。「下水道は、住民が衛生的に快適な生活を営むうえで、欠くことのでき

ない大切な都市施設であり、子どもたちの将来にきれいな環境を引き継いでいくた

めに、生活環境の改善と公共用水域の水質保全を目的としている。」と、改めさせて

いただきました。 

２点目、「下水道使用料の改定について」の中に、今回の改定のターゲットになっ

た経費回収率の類型団体平均の言葉について、「類型団体」について一般の人が分か

り易い説明を加えたらどうか、とのご意見をいただきました。 

  これについて、頁のスペースの問題がある中で、調整させていただいた結果、修

正後の形になりました。「その結果、本審議会としては、総務省公表による下水道事

業比較経営診断表（平成 21 年度）における経費回収率の類型（供用年数や処理区域

内人口などが同程度）団体平均 57％の達成が図られるよう」に、改めさせていただ

きました。 

前回の答申(案)についてのご意見について、修正したのは以上 2 点になります。 

3 点目として、前回皆さんに最終的に決定をしていただいた改定後の料金の体系を、

前回の答申(案)では、数字の欄は空欄で案を示させていただきました。そこに、実

際の数字、案イからそのまま数字を入れてあります。 

お配りしたものは、数字を入れ、改定についての説明は、会長と事務局で表現を

決定させていただきました。内容は、いままでの審議内容を要約した形になります。 

まず、一般汚水の説明部分では、「旧使用料単価に改定率 20.4％の加算を基本と

し、40 ㎥以下の従量単価を抑えつつ、経費回収率 57％が達成できるように調整し

た。」としました。 

公衆浴場汚水についても、前回の審議の中で、一般汚水との整合性をとるとのこ

とですので、5 円から 6 円になり、説明は改定率 20.4％と表現しました。 

裏の１ヶ月についても、単価ですが 2 ヶ月分と違うところは、基本料金は１ヶ月分

なので 2 ヶ月分の半分になっている。説明ですが排水量区分が 2 ヶ月分と比べ 1/2

になるため 40 ㎥以下の区分が、「20 ㎥以下の」という表現になっています。以上が

前回の案から、会長と事務局で変更させていただいた内容の説明とさせていただき

ます。 

会 長 以上、前回の答申（案）の案文の追加点、資料の説明を事務局から説明させまし

たが、よろしいですか。 

委 員 5 頁の※について、数字を間違えたということですか。 

事務局 そうです。変更ではなく、誤植の訂正ということで宜しくお願いします。 

会 長 他に、宜しいですか、よろしければ。皆さんより押印をいただきたいと思います

ので、宜しくお願いします。また、本日欠席されている 3 名の委員については、事

前にご説明して、押印していただいておりますのでご報告させていただきます。 
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事務局 それでは、名簿の順にお願いします。 

 

 

会 長 それではこれで、本日の審議会は終了いたします。皆さんと一緒に町長室で、町

長へ答申していただきたいと思います。宜しくお願いいたします。 

 

 

 


